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事業所名 大栄建設株式会社

代表者氏名　 田中　光雄

2.所在地
本　　社　　 高知県高知市九反田5番8号

3.環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
  環境管理責任者氏名　田中　光雄

　連絡先担当者 田中　光雄

　連絡先 ＴＥＬ：０８８－８５５－７５５１

ＦＡＸ：０８８－８５５－７５５２

E-mail：daiei.daiei@ymail.ne.jp

4.事業活動の内容
建設業

（建設業許可）

　　許可番号 高知県知事　許可 （般-1）　第10265号

　　許可年月日 令和2年1月21日

　　建設業の種類 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、

鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、

水道施設工事業、解体工事業

対象範囲 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、解体工事業

5.事業規模
設立年月日 昭和29年8月6日

資本金 600万円

完成工事高 100,062,892円(2022年度) (決算時期　４月１日～翌年３月31日）

従業員数 2人 (2023年6月現在）

事業所延べ床面積 　本社 30.5 ㎡

１．組織の概要

1.事業所名及び代表者名



２．対象範囲、レポートの対象期間及び発行日

　　1.対象範囲（認証・登録範囲）

大栄建設株式会社　全社

　　2.レポートの対象期間

2023年３月～2023年５月

　　3.環境活動レポートの発行日

2023年6月15日

　　4.次回環境活動レポートの発行予定日

2024年4月予定

　　5.作成責任者

環境管理責任者　田中　光雄



大栄建設株式会社は、自主性を重んじ、社員を大切にする

建設業を取り巻く様々な環境問題を自らの大きな課題と認識し、

環境に調和する循環型社会の実現を目指し、

【　環境経営方針　】

1

2

（１）使用エネルギーの削減

（2）天然資源の枯渇防止

（３）産業廃棄物の低減

（4）騒音・振動の低減

3

4

5 経営における課題とチャンスを明確にし、環境経営方針、環境経営目標に反映させる。

6

令和5年3月1日

大栄建設株式会社

代表取締役　田中　光雄

下記に含む環境保全活動を推進する

３．環境経営方針　　

環境保全に関する法規制及び当社が同意する要求事項を順守し、環境パフォーマンスの向上を
図る。

以下の活動を推進し環境汚染の予防に努め、また環境保全活動の継続的な改善を図る。

本方針を達成するために、全従業員をあげて環境管理活動を強力推進する。

この環境方針は社員及び当社で働く全ての人々に周知させるとともに、社外の要求に応じ公表
する。

適用される環境関連法規を順守し、順法性を維持します。



代表取締役

田中　光雄

環境管理責任者

田中　光雄

環境事務局

田中　光雄

本社部門 施工部門

田中　光雄 熊澤　則幸

環境管理システム　役割・責任・権限表

代表者

（代表取締役）

環境管理責任者

環境事務局

本社部門

施工部門

全従業員

４．環境経営管理組織実施体制　　

・環境活動の実績実績集計

・環境経営レポートの作成

・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

・決められたことを守り、自主的、積極的に環境活動に参加

・環境関連法規等の取りまとめ表の作成

・自部門の従業員及び下請業者に対する教育訓練の実施

・自部門に関する環境経営計画の実施及び達成状況の報告

・自部門及び下請け業者に対する環境方針の周知

・自部門における環境経営システムの実施

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・環境関連法規等の取りまとめ表の承認

・環境経営目標・環境経営計画書を確認

・環境活動の取り組み結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの確認

・環境管理責任者の補佐

・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェック実施

・環境経営方針の策定・見直し、及び全従業員へ周知

全 従 業 員

・環境経営目標・環境経営計画書を承認

・EA21全体の評価・見直し

・環境経営システムの構築・実施・管理

役割・責任・権限

・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムに関する経営資源の確保

・環境管理責任者を任命



５-1．環境経営目標 【3ヶ月間の目標】

基準値 ３ヶ月間の目標

2022年3月から 2023年3月から

2022年5月まで 2023年5月まで

の3ヶ月間 （基準値比1％減）

化石燃料使用量

　　ガソリン Ｌ 249 246

電力使用量 ｋＷｈ ー(*１) ー(*１)

ガス使用量 ｋｇ ー(*１) ー(*１)

ＣＯ2 排出量 kgｰCO２ 578 572

水使用量 ｍ３ ー(*１) ー(*１)

産業廃棄物排出量 ｋｇ 11,858 11,739

再資源化率 ％ 59.3 59.9

一般廃棄物排出量 ｋｇ ー(*２) ー(*２）

グリーン購入件数 件 0 1

環境配慮工事 件 0 1

社会貢献活動 回 0 1

(*１)＝事務所を賃貸契約しており、共益費に含まれるため測定不可

(*２）＝事務所賃貸主の管理のもと共同廃棄の為。測定不可

上記については、環境経営計画に維持活動（点検・確認）を定めて、毎月確認します。

(

《全体》 単位



【中長期目標】

化石燃料使用量

　　ガソリン Ｌ 996 986 976 966

電力使用量 ｋＷｈ ー(*１) ー(*１) ー(*１) ー(*１)

ガス使用量 ｋｇ ー(*１) ー(*１) ー(*１) ー(*１)

ＣＯ2 排出量 kgｰCO２ 2,311 2,288 2,265 2,242

水使用量 ｍ３ ー(*１) ー(*１) ー(*１) ー(*１)

産業廃棄物排出量 ｋｇ 22,094 21,873 21,652 21,431

再資源率 ％ 74.3 75.0 75.5 76.2

一般廃棄物排出量 ｋｇ ー(*２) ー(*２) ー(*２) ー(*２)

グリーン購入件数 件 10 12 14 16

環境配慮工事 件 0 1 1 2

社会貢献活動 回 0 1 1 2

(*１)＝事務所を賃貸契約しており、共益費に含まれるため測定不可

(*２）＝事務所賃貸主の管理のもと共同廃棄の為。測定不可

上記については、環境経営計画に維持活動（点検・確認）を定めて、毎月確認します。

2024年3月から
2025年2月

目標
（基準年比3％減）

目標
（基準年比2％減）

2025年3月から
2026年2月

実績
（基準値）

目標
（基準年比1％減）

５-2．環境経営目標

《全体》 単位

2022年3月から
2023年2月
(１２ヶ月）

2023年3月から
2024年2月



期間：　２０２３年　3　月　～　２０２３年　5　月

項目 責任者

施工部門

施工部門

施工部門

施工部門

施工部門

施工部門

施工部門

本社部門

本社部門

本社部門

本社部門

本社・施工部門

本社部門

本社部門

本社・施工部門

本社部門

本社部門

本社部門

施工部門

施工部門

環境事務局

環境事務局

・節水の実施状況を毎月確認する

・両面印刷・両面コピー・使用済み用紙の利用促進

・廃棄物の分別の徹底

・産業廃棄物の適正処理・リサイクルの促進

・再生品の利用促進

・再資源化率の向上

・上記2項目の実施状況を毎月確認する

・不使用時はPCの電源を切る

・流しっぱなしにしない

産業廃棄物排出量の削減

 具体的な取組内容

・ゴミの分別によるリサイクルの促進

・上記3項目の実施状況を毎月確認する

電気使用量の削減

水使用量の削減

・ミスプリントを減らす

・昼休み、不要時の消灯

6．環境経営活動計画

事務所における車両の使用
によるCO2排出量削減

・アイドリングストップの徹底

・車両の定期的な点検整備

・エコドライブの推進

一般廃棄物排出量の削減

社会貢献活動
・ロードボランティア活動申請準備中

・事務所周辺・現場付近の清掃活動

グリーン購入
・エコマーク・グリーンマーク商品の購入促進

・環境配慮の工夫（濁水対策・粉塵対策等）を行う

・リサイクル製品の購入

・低騒音・排出ガス対策型機械の使用
環境配慮工事



７．環境経営目標の実績 3ヶ月間の実績及び目標達成状況

基準年 目標 実績

2022年度 2023年度 2023年度

項目 （3月～5月） （3月～5月）（3月～5月）

化石燃料使用量

　　ガソリン Ｌ 249 246 221 〇 アイドリングストップ等、ガソリン利用量削減
の効果があった。

電力使用量 ｋＷｈ ー(*１) ー(*１) ー(*１) ー 共益費に含まれるので測定不可

ガス使用量 ｋｇ ー(*１) ー(*１) ー(*１) ー 共益費に含まれるので測定不可

ＣＯ2 排出量 kgｰCO２ 578 572 512 〇 ガソリン利用量削減の効果があった。

水使用量 ㎥ ー(*１) ー(*１) ー(*１) ー 共益費に含まれるので測定不可

産業廃棄物排出量 ｋｇ 11,858 11,739 10,811 〇 廃棄物の分別の徹底等の効果があった。

再資源化率 ％ 59.3 59.9 74.7 〇 廃棄物の分別の徹底等の効果があった。

一般廃棄物排出量 kg ー(*２） ー(*２） ー(*２） ー 新進建設の賃貸に含むので不明

グリーン購入件数 件 0 1 0 × 該当なし

社会貢献活動 回 0 1 0 × ロードボランティア活動申請準備中

(*１)＝事務所を賃貸契約しており、共益費に含まれるため測定不可

(*２）＝事務所賃貸主の管理のもと共同廃棄の為。測定不可

上記については、環境経営計画に維持活動（点検・確認）を定めて、毎月確認しています。

該当工種なし

2023年3月から2023年5月

《全体》 単位 目標達成状況

環境配慮工事 件 0 1 0 ×



確認 作成

具体的な取り組みと評価及び次年度の取り組み内容

コメント 報告者 対象

･効率的な車両運転管理(移動経路など)

･アイドリングストップの運転

･急発進、急加速、急停車の防止

･暖機運転時間の短縮

･エアコン使用は控えめ

･昼休みは事務所の照明を消灯 ○ ○ ○

･使用しない個所の消灯 ○ ○ ○

・上記2項目の実施状況を毎月確認する ○ ○ ○

･分別の徹底（リサイクル率の向上）

･マニフェストによる適正管理

･下請け業者に対する教育訓練

・両面印刷・両面コピー・使用済み用
紙の利用促進

○ ○ ○

・ゴミの分別によるリサイクルの促進 ○ ○ ○

・ミスプリントを減らす ○ ○ ○

・上記3項目の実施状況を毎月確認する ○ ○ ○

･流しっぱなしにしない ○ ○ ○

･節水の実施状況を毎月確認する ○ ○ ○

･環境に配慮した設計・工法の提案 ○ ○ ○
取組を行える工事現

場がなかった。
積極的に
取り組む

施工部門
担当

現場

･LED照明への検討

･エコマーク、グリーンマーク商品の購
入

･地域貢献
ロードボランティア

申請準備中
積極的に
取り組む

施工部門
担当

現場

事務所
現場

継続して
実施し、更に意識の向

上に
取り組む

次年度 環境活動取組計画
2023年6月～
2025年2月

昼休みは照明の消灯
が徹底できた

継続して
実施する

〇

△

〇

〇

施工部門
担当

現場

８.環境活動の取組み計画と評価及び次年度の取り組み内容

達成状況

2)電力の削減

意識の向上が徹底で
きていなかったので
ミーティングや啓発
シールで取り組んで

いく

〇

徹底できた
継続して
実施する

4)一般廃棄物の削減（事務所）

〇

〇

1)燃料の削減

3)産業廃棄物の削減

〇

7)グリーン調達

今回の期間では購入
する機会がなかっ

た。

5)水使用量の削減（事務所・現場）

6)工法等の提案

取組ができた。

田中

本社部門
施工部門

担当

事務所
現場

本社部門
施工部門

担当

事務所
現場

8)地域貢献

意識の向上が
でき、徹底できた

本社部門
担当

事務所

△

本社部門
施工部門

担当

事務所
現場

田中

継続して
実施し、更に積極的に

購入していきたい

継続して
実施する

継続して実施する
本社部門
施工部門

担当

△

△



※活動期間中（2023/3/1～2023/5/31)これらに対する違反及び訴訟、関係機関からの指摘はありませんでした。

適用される法規制 適用される事項（施設、物質、事業活動等）
違反、訴訟
等の有無

高知県環境基本条例
・自然環境の適正な保全、廃棄物の適正処理、公害
防止

無

高知市環境基本条例 ・自然環境の適正な保全、廃棄物の適正処理、公害防止 無

省エネルギー法

・エネルギーを使用する者は、基本方針の定めると
ころに留意して、エネルギーの使用の合理化に努め
るとともに、電気の需要の平準化に資する措置を講
ずるよう努めなければならない。

無

大気汚染防止法 ・解体等工事に係る調査及び説明等 無

消防法

　一定規模以上の事業所に対する規定
　・火災発生対応手順書

・消火器、火災報知機の点検（機器点検：6カ月
に1回／総合点検：1年に1回）

無

オフロード法
・アイドリングストップ等特定特殊自動車用排出ガ
スの抑制に必要な措置を講じる

無

フロン排出抑制法
・適切な場所への設置／機器の点検／漏洩発見時の
対応／点検等の履歴の保存／算定漏えい量報告

無

振動規制法
・指定地域内で特定建設作業を行う者は、その７日
前までに市町村長へ届出

無

騒音規制法
・指定地域内で特定建設作業を行う者は、その７日
前までに市町村長へ届出

無

建設リサイクル法
（建設工事に係る資材の再資源化等に

関する法律）

・元請業者は発注者に届出事項を記載した書面を交
付し、説明しなければならない

無

資源有効利用促進法
・対象となる業種（10業種）・製品（69品目）にお
いて省資源や製品・資源の再使用・再利用を推進し
ていくため、

無

・知事の許可を受けた収集運搬業者又は処理業者の
夫々と産業廃棄物委託契約書を書面にて必要事項記
載、作成する
・収集運搬業又は処理業の許可証を添付する

無

・全ての産業廃棄物に産業廃棄物管理票（マニフェス
ト）を交付する

無

・産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ｂ２票、Ｄ
票、Ｅ票を５年保存する

無

・前年度の交付状況を報告 無

・市町村が行う一般廃棄物の収集・運搬、処理に協
力

無

家電リサイクル法 ・廃棄物の適正な処理及び有効な利用の確保を図る 無

小型家電リサイクル法
・使用済み小型電子機器等の再資源化を促進し、廃
棄物の適正な処理及び資源の有効な利用確保を図る

無

グリーン購入法
・物品を購入し、もしくは借り受け、又は役務の提
供を受ける場合には、できる限り環境物品の選択に
努める。

無

容器包装リサイクル法
・リサイクル義務が生じる容器包装の分別。ビン・
カン・ペットボトルの分別（専用ゴミ箱を用意す
る）

無

廃棄物処理法

９.環境経営関連法規等への順守状況の確認、評価結果



実施日： 2023年6月10日

１０．代表者による全体評価と見直しの結果

（1）環境経営目標達成状況について

①化石燃料使用削減（二酸化炭素排出量削減）

　燃料使用量が減り目標を達成できた。

　この調子で今後も努力していきたい。

②産業廃棄物排出量削減

　今後削減目標を達成するために努力していきたい。

　適正に再資源化はできた。再生資源化率＝R4年（59.3％）→R5年（74.7％）

⑤社会貢献活動

　意識的に取り組んでいきたい。

・「人手不足」により環境活動計画が不十分にならないように、外注業者とのコミュニケーションを定期的におこ
なう

③グリーン購入

　優先的に使用するよう意識したい。

④環境配慮工事

　　　環境経営方針変更無し。環境経営目標及び環境経営計画変更無し。

　　　遵守できた。

（４）変更の必要性

　　　実施体制変更なし。

（５）前回指示事項に対する対応

　今回は対象の工事がなかったが、今後も環境に配慮した施工を心がけるよう意識していき
たい。

　　　目標が達成できるように取組みを継続していきたいと思います。

（２）環境経営活動取組の実施状況について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　取組みが間もないので、まだ従業員の環境活動に対する意識が低い。

（３）環境経営関連法規等の遵守について

（７）課題とチャンスの状況

　　　なし。

・内部の課題とチャンスに関しては着手できたが、外部に関してはこれから取り組みを開始
する

（６）改善事項

　　　なし。

（８）総合評価及び見直し指示

　　　環境経営活動を始めて3カ月と実施期間が短く、まだ全従業員の環境に

　　　対する意識は低いですが、今後も活動計画の取組みを周知し、長期的に見て


